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埼玉県勤労者支援資金制度要綱 

 

 第１ 目的 

    この要綱は、勤労者に対して必要となった資金を融資する埼玉県勤労者支援資金制度

の運営に関し必要な事項を定め、もって生活の安定と自らの生活再建を支援し、勤労者

福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

 第２ 定義 

  １ この要綱において「勤労者」とは、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に

規定する労働者であって、事業主又は事業の経営担当者の親族、あるいは家事使用人で

はない者をいう。 

  ２ 「給与収入」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項の規定に基

づく給与所得の算定の基礎となった、その年中の給与等の収入金額をいう。 

  ３ 「指定金融機関」とは、中央労働金庫をいう。 

  ４ 「申込者」とは、この要綱の規定に基づき融資を受けようとする者をいう。  

   

 第３ 利用限度額等 

    本資金を利用する場合の融資可能額は、一般社団法人日本労働者信用基金協会（以下

「日信協」という。）の１人当たりの保証限度額の範囲とする。 

    また、完済した場合を除き、申込者１人当たり１回限りの利用とする。 

 

 第４ 子育て・介護両立応援資金 

    融資条件は次のとおりとする。 

  （１）融資対象者 次のすべてに該当する勤労者 

           ア 県内に住所を有し、かつ、その期間が原則として引き続き１年以

上であること 

           イ １８歳以上であること 

           ウ 原則として引き続き１年以上同一事業所に勤務していること 

           エ 申込者の前年の給与収入が８００万円以下であること 

  （２）資 金 使 途 子育て、親族の介護など仕事と家庭の両立のために必要な資金 

  （３）融資限度額 ２００万円以内の必要な額で、かつ、返済が可能な範囲の額とする。 

  （４）融 資 利 率 年１．７５％以内 

  （５）融 資 期 間 １０年以内（据置き期間を含む）で、かつ、申込者の最終返済時の年

齢が満７６歳未満であること。 

  （６）返 済 方 法 元利均等毎月返済又は元利均等毎月返済と加算月返済との併用（ただ

し、通常は１年以内の据置き、子を扶養する者が産前・産後休暇又は育

児休業の期間中である場合は２年以内の据置き可能） 

  （７）信 用 保 証 日信協の保証を付する。その保証料は年０．７％とする。 



 

- 2 - 

  （８）担 保 不要 

  （９）保 証 人 原則として不要 

 

第５ 働くあなたの教育応援資金 

    融資条件は次のとおりとする。 

  （１）融資対象者 次のすべてに該当する勤労者 

          第４（１）ア～エに同じ  

  （２）資 金 使 途 扶養する子の小学校入学以降の教育に要する資金 

  （３）融資限度額 ２００万円以内の必要な額で、かつ、返済が可能な範囲の額とする。 

  （４）融 資 利 率 年２．４５％以内 

  （５）融 資 期 間 １０年以内（据置き期間を含む）で、かつ、申込者の最終返済時の年

齢が満７６歳未満であること。 

  （６）返 済 方 法 元利均等毎月返済又は元利均等毎月返済と加算月返済との併用（ただ

し、４年以内の据置き可能） 

  （７）信 用 保 証 日信協の保証を付する。その保証料は年０．７％とする。 

  （８）担 保 不要 

  （９）保 証 人 原則として不要 

 

 第６ チャレンジ応援資金 

    融資条件は次のとおりとする。 

  （１）融資対象者 次のすべてに該当する勤労者 

          第４（１）ア～エに同じ  

（２）資 金 使 途 資格取得、能力開発等を目的とする講座を受講するための資金 

  （３）融資限度額 １００万円以内の必要な額で、かつ、返済が可能な範囲の額とする。 

  （４）融 資 利 率 年２．４５％以内 

  （５）融 資 期 間 １０年以内（据置き期間を含む）で、かつ、申込者の最終返済時の年

齢が満７６歳未満であること。 

  （６）返 済 方 法 元利均等毎月返済又は元利均等毎月返済と加算月返済との併用（ただ

し、１年以内の据置き可能） 

  （７）信 用 保 証 日信協の保証を付する。その保証料は年０．７％とする。 

  （８）担 保 不要 

  （９）保 証 人 原則として不要 

 

 第７ 融資の申込み 

    申込者は、埼玉県勤労者支援資金制度要綱取扱要領（以下「要領」という。）で定め

る埼玉県勤労者支援資金利用申込書（以下「申込書」という。）を指定金融機関の県内

に所在する各支店に直接提出するものとする。 
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 第８ 融資の制限 

    第４から第６の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する者は融資対象者としない。 

  （１）暴力団員 

  （２）暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

 

 第９ 融資の申込後の事務処理 

  １  指定金融機関は、申込者から提出のあった申込書が、この要綱で定められている要

件に適合しているか否かを審査の上、適合していると認められる場合にはこれを受理

する。また、指定金融機関は申込者の返済能力について審査の上、融資の可否を決定

し、融資することが適当と認められるものにあっては、金銭消費貸借契約を締結の上

融資を実行するものとする。なお、融資が不適当と認められるものにあっては、当該

申込者に対し、融資の否決を通知するものとする。 

  ２  指定金融機関は、前項の規定により、融資を実行したときは、日信協に対して債務

保証の依頼を行うものとする。 

  

 第 10 融資報告書の提出等 

    指定金融機関は、融資を実行した日の属する月の翌月１５日までに、要領で定める融

資状況報告書により、勤労者支援資金の融資状況を知事に報告しなければならない。 

 

 第 11 預託 

    知事は、毎年度、予算の範囲内において融資に必要な資金を要領に定めるところによ

り、指定金融機関に対し、預託するものとする。 

     

 第 12 資金の運用 

    指定金融機関は、各資金について、預託を受けた金額を要領に定める倍率で乗じた額

以上の融資を行うものとする。 

 

 第 13 期限前の全額又は一部支払 

  １ 指定金融機関は、融資を受けた者が次のいずれかに該当するときは、知事と協議の上、

返済期限前であっても当該資金の全部又は一部の返済を求めることができるものとする。 

  （１）融資を受けた資金を、要綱に定める資金使途以外の目的に使用したとき。 

  （２）資金の返済を怠ったとき。 

  （３）融資申込みの際に提出された書類に不実の記載があったとき。 

  （４）その他この要綱の定める融資条件等に違反したとき。 

  ２ 知事は、指定金融機関が前項の規定により当該資金の全部又は一部の返済を受けた場合

においては、指定金融機関に対し、その資金に係る預託金の返還を求めるものとする。 
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 第 14 個人情報保護 

    指定金融機関及び日信協（以下「指定金融機関等」という。）は、融資を通じて取得

する個人に関する情報について、次のとおり取り扱わなければならない。  

  １ 安全確保の措置 

   指定金融機関等は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

  ２ 目的外利用及び第三者提供の禁止 

   指定金融機関等は、その取り扱う個人情報を当要綱の目的以外のために自ら利用し、又

は第三者に提供してはならない。 

  ３ 事件・事故が発生した場合の報告 

   指定金融機関等は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の発生を知ったときは、直ちに知

事に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のた

めに必要な措置に関する知事の指示に従わなければならない。 

  

 第 15 その他 

  １ この要綱及び要領に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

  ２ 指定金融機関は、知事と協議の上、この要綱に定める資金の貸付手続等に関して、必

要な事項を別に定めることができるものとする。 

  ３ 日信協は、知事と協議の上、この要綱に定める資金の債務保証手続等に関して、必要

な事項を別に定めることができるものとする。 

    附 則 

１ この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

  （埼玉県失業者生活安定特別資金貸付制度要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

（１）埼玉県失業者生活安定特別資金貸付制度要綱（昭和５３年４月１９日決裁） 

（２）埼玉県勤労者応急生活資金貸付制度要綱（昭和５４年３月２７日決裁） 

（３）埼玉県中小企業労働者季節生活資金貸付制度要綱（昭和５５年５月２９日決裁） 

（４）埼玉県中高年労働者生活福祉資金貸付制度要綱（昭和６１年３月５日決裁） 

  （経過措置） 

３ この要綱の施行前において、埼玉県失業者生活安定特別資金貸付制度要綱、埼玉県勤労者

応急生活資金貸付制度要綱、埼玉県中小企業労働者季節生活資金貸付制度要綱及び埼玉県

高年労働者生活福祉資金貸付制度要綱の規定に基づいて融資された資金については、なお

従前の例による。 

 

 ［中略］ 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県労働福祉資金貸付要綱に基づいて融資された資金については、なお従前の

例による。 
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 ［中略］ 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県労働福祉資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前の

例による。 

 

 ［中略］ 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

 ［中略］ 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる要綱は廃止する。 

 埼玉県勤労者住宅資金制度要綱（平成３年４月１日決裁） 

３ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱及び改正前の埼玉県勤労者住宅資金制度要綱に基

づいて融資された資金については、なお従前の例による。 

  ただし、応急資金の葬儀、一般生活資金の自己啓発と成人式・祭祀、育児・介護資金、及

び住宅資金について、平成１７年３月３１日までに申込みを受け付けたものは、融資実行が

平成１７年４月１日以降となっても、平成１７年３月３１日現在の倍率で預託を行うものと

する。 

 

 ［中略］ 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

 ［中略］ 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 
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   附 則 

１ この要綱は、平成１７年８月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年９月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年１０月３日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年１１月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年１２月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年１月４日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年２月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年３月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 
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   附 則 

１ この要綱は、平成１８年１０月２日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１９年４月２日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

  ただし、一般生活資金について平成１９年３月３０日までに申込みを受け付けたものは、  

 融資実行が平成１９年４月２日以降となっても、平成１９年３月３０日現在の倍率で預託を  

行うものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年１０月１６日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

  ただし、本人又は三親等以内の親族の婚姻に要する資金について平成２３年３月３１日ま

でに申込みを受け付けたものは、融資実行が平成２３年４月１日以降となっても、平成２３

年３月３１日現在の倍率で預託を行うものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 
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   附 則 

１ この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 



 

- 9 - 

   附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正前の埼玉県勤労者支援資金制度要綱に基づいて融資された資金については、なお従前

の例による。 

 


